
 

船舶事故調査報告書 

令和５年７月５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 推進器損傷 

発生日時 令和４年８月２７日 １３時３０分ごろ 

発生場所 千葉県千葉市美浜区幕張の浜 

 千葉市稲毛ヨットハーバー灯台から真方位３１５°１.８海里付近 

 （概位 北緯３５°３８.６′ 東経１４０°０１.８′） 

事故の概要  プレジャーボートgrout
グ ラ ウ ト

 sunshine
サ ン シ ャ イ ン

は、錨泊中、錨鎖がプロペラ翼に

絡み、プロペラ翼が損傷した。 

事故調査の経過 令和４年９月２１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート grout sunshine、７.９トン 

 ２３５－２５５８６埼玉、株式会社グラウト企画 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

損傷 プロペラ翼に欠損 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ５、視界 良好 

海象：波向 南西、波高 約０.３ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同僚等６人を乗せ、釣りやバーベ

キュー等を行う目的で、幕張の浜南西方沖１００ｍ付近で船首錨を投

下して錨鎖を繰り出し、船首を北東方に向けて錨泊を開始した。 

 船長は、風が強まるとともに風向が南西に変わり、錨鎖が船体にこ

すれる音とともに本船が船首を北西方に向けた状態で陸岸に流されて

いることに気付き、本船を沖に移動させようと主機を始動して前進と

したところ、主機が停止した。 

 船長は、同僚の１人が錨鎖を引き上げたところ、錨鎖が途中で切断

しており、その後、主機を始動しても前進又は後進とするとすぐに停

止する状況となったので、バウスラスタを使用して船首を北東方に向

け、本船は砂浜に船首から乗り揚げた。 

 船長は、海上保安庁等に通報等を行い、本船は、潮位の上昇を待っ

て、救助船により引き出された。 

 本船は、長さ約５０ｍの錨鎖を使用していたが、本事故後、錨鎖が

錨との接続部から２０ｍ付近で切断され、切断された錨鎖がプロペラ

翼に絡んでおり、錨が紛失していることが確認された。 

分析  本船は、錨泊中、風向が変化するとともに風勢が強まる状況下で陸

岸に向けて流された際、船長が船体に錨鎖が接触している状況で沖へ

移動させようと主機を使用したことから、船首方向が変わったことで

船尾付近に位置していた錨鎖が切断されてプロペラ翼に絡み、プロペ



 

ラ翼が損傷するとともに運航不能となったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、錨泊中、風向が変化するとともに風勢が強まる

状況下で陸岸に向けて流された際、船長が船体に錨鎖が接触している

状況で沖へ移動させようと主機を使用したため、船首方向が変わった

ことで船尾付近に位置していた錨鎖が切断されてプロペラ翼に絡んだ

ことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、錨泊中、主機を使用する際には船体の振れ回りを考慮

し、錨索等の状況を確認すること。 

 

 

 


